
規 則

�愛媛県規則第３３号
愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例施行規則（平成１９年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（適用除外）

第６条 条例第６条に規定する知事が条例の規定を適用することが

適当でないと認める法人又は個人は、次の各号のいずれかに該当

する法人又は個人とする。

�～� 省略

� 法人税法（昭和４０年法律第３４号）第７０条、第８１条の１６又は第

１３４条の２の規定の適用を受けた日から３年を経過していない

法人

�～� 省略

様式第１号（第５条関係） 障害者雇用事業税不均一課税申告書

様式第１号（その１）（法人用）

（適用除外）

第６条 条例第６条に規定する知事が条例の規定を適用することが

適当でないと認める法人又は個人は、次の各号のいずれかに該当

する法人又は個人とする。

�～� 省略

� 法人税法（昭和４０年法律第３４号）第７０条又は第１３４条の２第

１項 の規定の適用を受けた日から３年を経過していない

法人

�～� 省略

様式第１号（第５条関係） 障害者雇用事業税不均一課税申告書

様式第１号（その１）（法人用）

省略 省略

注１ 省略

２ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 障害者雇用状況証明書（様式第２号）

� 省略

様式第１号（その１）の記載要領

１ 「基準事業年度」の欄は、平成２１年４月１日から平成２２年

３月３１日までの間に開始する最後の事業年度の期間を記載す

ること。

２ 省略

３ 常時雇用する労働者の数は、適用対象事業年度終了の日現

在における雇用保険の一般被保険者

及び高年齢継続被保険者

注１ 省略

２ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 障害者雇用状況報告書（様式第２号）

� 省略

様式第１号 の記載要領

１ 「基準事業年度」の欄は、平成１８年４月１日から平成１９年

３月３１日までの間に開始する最後の事業年度の期間を記載す

ること。

２ 省略

３ 常時雇用する労働者の数は、適用対象事業年度終了の日現

在における雇用保険の一般被保険者（短時間労働被保険者を

除く。）及び高年齢継続被保険者（短時間労働被保険者を除
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の総数を記載すること。

なお、事業所が複数ある場合は、各事業所分を合計した事

業所全体の常時雇用する労働者の総数を記載すること。

４ 雇用障害者数は、各事業年度に属する各月の末日現在にお

ける障害者である労働者の数を合計した数を１２で除して得た

数（その数に０．０１未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てる。）を記載すること。

なお、雇用障害者数に算入される労働者は、次に掲げるす

べての要件を満たす者に限る。

�～� 省略

� 知的障害者にあっては、障害者雇用促進法第２条第４号

に規定する知的障害者（児童相談所又は知的障害者更生相

談所等の知的障害者判定機関により知的障害があると判定

された者）であること。

� 精神障害者にあっては、障害者雇用促進法第２条第６号

に規定する精神障害者であって精神障害者保健福祉手帳の

交付を受けている者であること。

５・６ 省略

様式第１号（その２）（個人用）

く。）の総数を記載すること。

なお、事業所が複数ある場合は、各事業所分を合計した事

業所全体の常時雇用する労働者の総数を記載すること。

４ 雇用障害者数は、各事業年度に属する各月の末日現在にお

ける障害者である労働者の数を合計した数を１２で除して得た

数（その数に０．０１未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てる。）を記載すること。

なお、雇用障害者数に算入される労働者は、次に掲げるす

べての要件を満たす者に限る。

�～� 省略

� 知的障害者にあっては、障害雇用促進法 第２条第４号

に規定する知的障害者（児童相談所又は知的障害者更生相

談所等の知的障害者判定機関により知的障害があると判定

された者）であること。

� 精神障害者にあっては、障害雇用促進法 第２条第６号

に規定する精神障害者であって精神障害者保健福祉手帳の

交付を受けている者であること。

５・６ 省略

様式第１号（その２）（個人用）

省略 省略

注１・２ 省略

３ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 障害者雇用状況証明書（様式第２号）

� 省略

様式第１号（その２）の記載要領

１ 「基準年」の欄は、「平成２２年１月１日から平成２２年１２月

３１日まで」と記載すること。

２ 省略

３ 常時雇用する労働者の数は、適用対象年の末日現在におけ

る雇用保険の一般被保険者

及び高年齢継続被保険者 の

総数を記載すること。

なお、事業所が複数ある場合は、各事業所分を合計した事

業所全体の常時雇用する労働者の総数を記載すること。

４ 雇用障害者数は、各月の末日現在における障害者である労

働者の数を合計した数を１２で除して得た数（その数に０．０１未

満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。）を記載す

ること。

なお、雇用障害者数に算入される労働者は、次に掲げるす

べての要件を満たす者に限る。

�～� 省略

� 知的障害者にあっては、障害者雇用促進法第２条第４号

に規定する知的障害者（児童相談所又は知的障害者更生相

談所等の知的障害者判定機関により知的障害があると判定

された者）であること。

� 精神障害者にあっては、障害者雇用促進法第２条第６号

に規定する精神障害者であって精神障害者保健福祉手帳の

交付を受けている者であること。

５・６ 省略

注１・２ 省略

３ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 障害者雇用状況報告書（様式第２号）

� 省略

様式第１号 の記載要領

１ 「基準年」の欄は、「平成１９年１月１日から平成１９年１２月

３１日まで」と記載すること。

２ 省略

３ 常時雇用する労働者の数は、適用対象年の末日現在におけ

る雇用保険の一般被保険者（短時間労働被保険者を除く。）

及び高年齢継続被保険者（短時間労働被保険者を除く。）の

総数を記載すること。

なお、事業所が複数ある場合は、各事業所分を合計した事

業所全体の常時雇用する労働者の総数を記載すること。

４ 雇用障害者数は、各月の末日現在における障害者である労

働者の数を合計した数を１２で除して得た数（その数に０．０１未

満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。）を記載す

ること。

なお、雇用障害者数に算入される労働者は、次に掲げるす

べての要件を満たす者に限る。

�～� 省略

� 知的障害者にあっては、障害雇用促進法 第２条第４号

に規定する知的障害者（児童相談所又は知的障害者更生相

談所等の知的障害者判定機関により知的障害があると判定

された者）であること。

� 精神障害者にあっては、障害雇用促進法 第２条第６号

に規定する精神障害者であって精神障害者保健福祉手帳の

交付を受けている者であること。

５・６ 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

愛 媛 県 報平成２２年６月２９日 第２１７９号外２
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� 様式第１号（その１）様式第１号の記載要領３の改正規定 平成２２年７月１日

� 様式第１号（その２）の改正規定 平成２３年１月１日

愛 媛 県 報平成２２年６月２９日 第２１７９号外２
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様式第１号（その１）（法人用）

障害者雇用事業税不均一課税申告書（法人用）
年 月 日

愛媛県知事 様
事務所の所在地

申告者 名称及び代表者の氏名 �
電話番号

記入者 職・氏名 �
基 準 事 業 年 度 年 月 日から 年 月 日まで

適 用 対 象 事 業 年 度 年 月 日から 年 月 日まで

常 時 雇 用 す る 労 働 者 の 数 人

事業所名（略称可） 事 業 所 番 号

― ―

雇 用 保 険 適 用 事 業 所 番 号 ― ―

― ―

― ―
月 月 月 月 月 月 合計 （①／１２）

基準事業年度の雇用障害者数
人 人 人 人 人 人 ① ②
月 月 月 月 月 月
人 人 人 人 人 人 人 人
月 月 月 月 月 月 合計 （③／１２）

適用対象事業年度の雇用障害者数
人 人 人 人 人 人 ③ ④
月 月 月 月 月 月
人 人 人 人 人 人 人 人

増加雇用障害者数（⑤＝④－②）

所
得
割

区 分
本県分の課税
標準額（円）

⑥

税率

⑦

税額（円）

⑥×⑦

１／２税率
⑨＝
⑦×１／２

税額（円）

⑥×⑨

年４００万 円 以 下 の 金 額

年４００万円を超え年８００万円以下の金額

年８００万円を超える金額

小 計 ⑧ ⑩

軽減税率不適用法人の金額

付 加 価 値 割

資 本 割

収 入 割

合 計 ⑧ ⑩

⑪＝⑧－⑩ 円

⑫ ＝ １０ 万 円 × ⑤ 円

区 分 不 均 一 課 税 額

⑪ ≦ ⑫ の 場 合 ⑩の額 円

⑪ ＞ ⑫ の 場 合 ⑧－⑫ 円

備 考

注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ 次に掲げる書類を添付すること。
� 常時雇用する労働者の数及び雇用障害者数に算入される労働者の雇用関係を証
する書類

� 障害者雇用状況証明書（様式第２号）
� 性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む法人でない旨の誓約書

愛 媛 県 報平成２２年６月２９日 第２１７９号外２
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様式第１号の記載要領
１ 「基準事業年度」の欄は、平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの間に開始
する最後の事業年度の期間を記載すること。
２ 「適用対象事業年度」の欄は、この申告に係る事業税の事業年度の期間を記載する
こと。
３ 常時雇用する労働者の数は、適用対象事業年度終了の日現在における雇用保険の一
般被保険者（平成２２年７月１日前に開始した事業年度にあっては、短時間労働被保険
者を除く。）及び高年齢継続被保険者（同日前に開始した事業年度にあっては、短時
間労働被保険者を除く。）の総数を記載すること。
なお、事業所が複数ある場合は、各事業所分を合計した事業所全体の常時雇用する
労働者の総数を記載すること。
４ 雇用障害者数は、各事業年度に属する各月の末日現在における障害者である労働者
の数を合計した数を１２で除して得た数（その数に０．０１未満の端数があるときは、その
端数を切り捨てる。）を記載すること。
なお、雇用障害者数に算入される労働者は、次に掲げるすべての要件を満たす者に
限る。
� 県内に住所を有する者であること。
� 県内の事務所又は事業所において雇用される者であること。
� 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第４条第１項に規定する被保険者（同法第
３８条第１項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第４３条第１項に規定する日雇
労働被保険者を除く。）となっている者であること。
� 身体障害者にあっては、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第
１２３号。以下「障害者雇用促進法」という。）第２条第２号に規定する身体障害者
（身体障害者手帳の等級が１級から６級までに該当する者又は７級の障害を２つ以
上重複して有する者）であること。
� 知的障害者にあっては、障害者雇用促進法第２条第４号に規定する知的障害者
（児童相談所又は知的障害者更生相談所等の知的障害者判定機関により知的障害が
あると判定された者）であること。
� 精神障害者にあっては、障害者雇用促進法第２条第６号に規定する精神障害者で
あって精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であること。

５ 雇用保険適用事業所番号は、支店又は営業所ごとに複数の雇用保険の保険関係が成
立している場合には、それらすべての事業所番号を記載すること。
６ 常時雇用する労働者の数及び雇用障害者数に算入される労働者の雇用関係を証する
書類として、ハローワーク（公共職業安定所）が運用する雇用保険トータル・システ
ムの次に掲げる出力帳票の原本及び当該帳票に係る交付申請書の写しを添付すること。
� 適用事業所台帳ヘッダー１
� 事業所台帳ヘッダー２照会
� 事業所別被保険者台帳照会
なお、これらの出力帳票は、事業所関係照会区分及び編集コード等を次の表のと
おり指定してハローワーク（公共職業安定所）から交付を受けたものとすること。

（照会区分コード） （編集コード） （指定期間）

事業所関係照会の対
象者につき、次の
「６ 全被保険者」
を指定すること。

事業所関係照会の対象者の並
び順番につき、次の「３ 取
得（転入）日順」を指定する
こと。

基準事業年度（年）開始の日
から適用対象事業年度（年）
終了の日までとすること。

１ 取得中の者
２ 喪失済の者
３ 喪失原因３
４ 転入者
５ 転出者
６ 全被保険者

１ 被保険者番号降順
２ 氏名の５０音順
３ 取得（転入）日順
４ 離職（転出）日順
５ 生年月日順

愛 媛 県 報平成２２年６月２９日 第２１７９号外２
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様式第１号（その２）（個人用）

障害者雇用事業税不均一課税申告書（個人用）
年 月 日

愛媛県知事 様
住所

申告者 氏名 �
電話番号

基 準 年 年 月 日から 年 月 日まで

適 用 対 象 年 年 月 日から 年 月 日まで

常 時 雇 用 す る 労 働 者 の 数 人

事業所名（略称可） 事 業 所 番 号

― ―

雇 用 保 険 適 用 事 業 所 番 号 ― ―

― ―

― ―

月 月 月 月 月 月 合計 （①／１２）

基 準 年 の 雇 用 障 害 者 数
人 人 人 人 人 人 ① ②
月 月 月 月 月 月
人 人 人 人 人 人 人 人
月 月 月 月 月 月 合計 （③／１２）

適用対象年の雇用障害者数
人 人 人 人 人 人 ③ ④
月 月 月 月 月 月
人 人 人 人 人 人 人 人

増加雇用障害者数（⑤＝④－②）

区 分
本県分の課税
標準額（円）

⑥

税率

⑦

税額（円）

⑥×⑦

１／２税率
⑨＝
⑦×１／２

税額（円）

⑥×⑨

⑧ ⑩

⑪＝⑧－⑩ 円

⑫ ＝ １０ 万 円 × ⑤ 円

区 分 不 均 一 課 税 額

⑪ ≦ ⑫ の 場 合 ⑩の額 円

⑪ ＞ ⑫ の 場 合 ⑧－⑫ 円

備 考

注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ 記名押印に代えて署名することができる。
３ 次に掲げる書類を添付すること。
� 常時雇用する労働者の数及び雇用障害者数に算入される労働者の雇用関係を証
する書類
� 障害者雇用状況証明書（様式第２号）
� 性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む個人でない旨の誓約書
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様式第１号の記載要領
１ 「基準年」の欄は、「平成２２年１月１日から平成２２年１２月３１日まで」と記載するこ
と。
２ 「適用対象年」の欄は、この申告に係る事業税の課税年度の初日の属する年の前年
の期間を記載すること。
３ 常時雇用する労働者の数は、適用対象年の末日現在における雇用保険の一般被保険
者及び高年齢継続被保険者の総数を記載すること。
なお、事業所が複数ある場合は、各事業所分を合計した事業所全体の常時雇用する
労働者の総数を記載すること。
４ 雇用障害者数は、各月の末日現在における障害者である労働者の数を合計した数を
１２で除して得た数（その数に０．０１未満の端数があるときは、その端数を切り捨て
る。）を記載すること。
なお、雇用障害者数に算入される労働者は、次に掲げるすべての要件を満たす者に
限る。
� 県内に住所を有する者であること。
� 県内の事務所又は事業所において雇用される者であること。
� 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第４条第１項に規定する被保険者（同法第３８
条第１項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第４３条第１項に規定する日雇労
働被保険者を除く。）となっている者であること。
� 身体障害者にあっては、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３
号。以下「障害者雇用促進法」という。）第２条第２号に規定する身体障害者（身
体障害者手帳の等級が１級から６級までに該当する者又は７級の障害を２つ以上重
複して有する者）であること。
� 知的障害者にあっては、障害者雇用促進法第２条第４号に規定する知的障害者
（児童相談所又は知的障害者更生相談所等の知的障害者判定機関により知的障害が
あると判定された者）であること。
� 精神障害者にあっては、障害者雇用促進法第２条第６号に規定する精神障害者で
あって精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であること。

５ 雇用保険適用事業所番号は、支店又は営業所ごとに複数の雇用保険の保険関係が成
立している場合には、それらすべての事業所番号を記載すること。
６ 常時雇用する労働者の数及び雇用障害者数に算入される労働者の雇用関係を証する
書類として、ハローワーク（公共職業安定所）が運用する雇用保険トータル・システ
ムの次に掲げる出力帳票の原本及び当該帳票に係る交付申請書の写しを添付すること。
� 適用事業所台帳ヘッダー１
� 事業所台帳ヘッダー２照会
� 事業所別被保険者台帳照会
なお、これらの出力帳票は、事業所関係照会区分及び編集コード等を次の表のとお
り指定してハローワーク（公共職業安定所）から交付を受けたものとすること。
（照会区分コード） （編集コード） （指定期間）

事業所関係照会の対
象者につき、次の
「６ 全被保険者」
を指定すること。

事業所関係照会の対象者の並
び順番につき、次の「３ 取
得（転入）日順」を指定する
こと。

基準事業年度（年）開始の日
から適用対象事業年度（年）
終了の日までとすること。

１ 取得中の者
２ 喪失済の者
３ 喪失原因３
４ 転入者
５ 転出者
６ 全被保険者

１ 被保険者番号降順
２ 氏名の５０音順
３ 取得（転入）日順
４ 離職（転出）日順
５ 生年月日順
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訓 令

�愛媛県訓令第１１号
庁 中 一 般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２２年６月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第７（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

別表第７（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

漁

政

課

１～１２ 省

略

漁

政

課

１～１２ 省

略

１３ 離島漁

業再生支

援交付金

実施要領

（平成１７

年４月１

日付け１６

水漁第２３

５６号農林

水産事務

次官依命

通知）の

施行に関

する事務

１ 特認離島の認定（第４

の２、離島漁業再生支援

交付金実施要領の運用

（平成１７年４月１日付け

水産庁長官通知。））

○

２ 市町村離島漁業集落活

動促進計画の認定（第５

の３）

○

３ 交付金の交付実績の報

告（第１０）

○

４ 実 施 状 況 の 公 表（第

１１）

○

５ 交付金交付の評価（第

１２の２）

○

１４ 離島漁

業再生支

援推進交

付金実施

要領（平

成１７年４

月１日付

け１６水漁

第２３５５号

農林水産

事務次官

依 命 通

知）の施

行に関す

る事務

１ 推進指導（第３の１） ○

２ 審査等に関すること。

� 市町村離島漁業集落

活動促進計画の策定指

導 及 び 審 査（第３の

１）

○

� 所要額調書 の 作 成

（第３の１）

○

３ 推進事業の実施に関す

ること。

� 離島漁業再生支援都

道府県推進事業実施計

画の樹立及び変更（第

４の１）

○
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教育委員会規則

� 実 績 報 告（第６の

２）

○

４ その他推進事業の実施

に 関 す る こ と（第３の

１）。

○

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県教育委員会規則第６号
技能労務職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年６月２９日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

技能労務職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則

技能労務職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則（昭和２７年愛媛県教育委員会規則第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（子の看護の際の休暇）

第９条の２ 子（別に定める子に限る。以下こ

の条において同じ。）を養育する職員が、負傷し若しくは疾病に

かかつた当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものと

して別に定める当該子の世話を行う必要があると所属長が認定し

たときは、１年を通じて５日（当該職員の養育する子が２人以上

の場合にあつては、１０日）以内の期間中は、有給休暇とすること

ができる。

（正規の勤務時間外勤務、 深夜勤務及び時間外勤務の制限）

第１２条 所属長は、３歳に満たない子のある職員が、当該子を養育

するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理

するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、正

規の勤務時間外の勤務（災害その他避けることのできない事由に

基づく臨時の勤務その他別に定める勤務を除く。）をさせてはな

らない。

２ 省略

３ 所属長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

が、当該子を養

育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処

理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、

別に定める時間を超えて、正規の勤務時間外の勤務（災害その他

避けることのできない事由に基づく臨時の勤務その他別に定める

勤務を除く。）をさせてはならない。

４ 前２項の規定は、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害

のため介護を必要とする者で別に定めるもの

を介護する職員について準用する。この場合におい

て、第２項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

（職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午後１０時から

（子の看護の際の休暇）

第９条の２ 職員の養育している子（別に定める子に限る。）で負

傷し、又は疾病にかかつているものをその職員が看護する

必要があると所属長が認定し

たときは、１年を通じて５日

以内の期間中は、有給休暇とすること

ができる。

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限）

第１２条 省略

２ 所属長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員（職

員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育

することができるものとして別に定める者に該当する場合におけ

る当該職員を除く。以下この項において同じ。）が、当該子を養

育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処

理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、

別に定める時間を超えて、正規の勤務時間外の勤務（災害その他

避けることのできない事由に基づく臨時の勤務その他別に定める

勤務を除く。）をさせてはならない。

３ 前２項の規定は、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害

のため介護を必要とする者で別に定めるもの（以下「要介護者」

という。）を介護する職員について準用する。この場合におい

て、第１項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

（職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午後１０時から
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人事委員会規則

翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）において常態とし

て当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当

する場合における当該職員を除く。）」とあるのは「負傷、疾病

又は身体上若しくは精神上の障害のため介護を必要とする者で別

に定めるもの（以下「要介護者」という。）のある職員」と、

「、当該子を養育する」とあるのは「、当該要介護者を介護す

る」と、「深夜における」とあるのは「深夜（午後１０時から翌日

の午前５時までの間をいう。）における」と、前項中「小学校就

学の始期に達するまでの子のある職員

」とあるのは「要介護者のある職員」

と、「、当該子を養育する」とあるのは「、当該要介護者を介護

する」と読み替えるものとする。

翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）において常態とし

て当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当

する場合における当該職員を除く。）」とあるのは「要介護者

のある職員」と、

「、当該子を養育する」とあるのは「、当該要介護者を介護す

る」と、「深夜における」とあるのは「深夜（午後１０時から翌日

の午前５時までの間をいう。）における」と、前項中「小学校就

学の始期に達するまでの子のある職員（職員の配偶者で当該子の

親であるものが、常態として当該子を養育することができるもの

として別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。以

下この項において同じ。）」とあるのは「要介護者のある職員」

と、「、当該子を養育する」とあるのは「、当該要介護者を介護

する」と読み替えるものとする。

附 則

この規則は、平成２２年６月３０日から施行する。

�愛媛県教育委員会規則第７号
県立学校における授業料等減免規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年６月２９日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

県立学校における授業料等減免規則の一部を改正する規則

県立学校における授業料等減免規則（昭和３０年愛媛県教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第５条関係） 授業料減免申請書

省略

様式第１号（第５条関係） 授業料減免申請書

省略

ふりがな ふりがな
学 校 名

氏 名
学 校 名

氏 名

全日制
の別

定時制
※全 定

住 所 学 年 住 所
学 年

省略 省略

注 省略 注 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１０９２
期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年６月２９日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則等の一部を改正する規則

（期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部改正）

第１条 期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－２０４）の一部を次のように改正する。
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（期末手当の支給を受ける職員）

第２条 職員給与条例第１９条第１項前段又は教育職員給与条例第１９

条第１項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、それ

ぞれこれらの項に規定する基準日（以下「基準日」という。）に

在職する職員（職員給与条例第１９条の２各号又は教育職員給与条

例第１９条の２各号のいずれかに該当する者を除く。）のうち、次

に掲げる職員以外の職員とする。

�～� 省略

� 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０

号。以下「育児休業法」という。）第２条の規定により育児休

業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例（平

成４年愛媛県条例第２号。以下「育児休業条例」という。）第

８条第１項に規定する職員以外の職員

�～� 省略

（勤勉手当の支給を受ける職員）

第８条 職員給与条例第１９条の４第１項前段又は教育職員給与条例

第１９条の４第１項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員

は、これらの項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員（職

員給与条例第１９条の４第５項において準用する職員給与条例第１９

条の２各号又は教育職員給与条例第１９条の４第５項において準用

する教育職員給与条例第１９条の２各号のいずれかに該当する者を

除く。）のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

�～� 省略

� 育児休業法第２条の規定により育児休業をしている職員のう

ち、育児休業条例第８条第２項に規定する職員以外の職員

�～� 省略

（期末手当の支給を受ける職員）

第２条 職員給与条例第１９条第１項前段又は教育職員給与条例第１９

条第１項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、それ

ぞれこれらの項に規定する基準日（以下「基準日」という。）に

在職する職員（職員給与条例第１９条の２各号又は教育職員給与条

例第１９条の２各号のいずれかに該当する者を除く。）のうち、次

に掲げる職員以外の職員とする。

�～� 省略

� 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０

号。以下「育児休業法」という。）第２条の規定により育児休

業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例（平

成４年愛媛県条例第２号。以下「育児休業条例」という。）第

７条第１項に規定する職員以外の職員

�～� 省略

（勤勉手当の支給を受ける職員）

第８条 職員給与条例第１９条の４第１項前段又は教育職員給与条例

第１９条の４第１項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員

は、これらの項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員（職

員給与条例第１９条の４第５項において準用する職員給与条例第１９

条の２各号又は教育職員給与条例第１９条の４第５項において準用

する教育職員給与条例第１９条の２各号のいずれかに該当する者を

除く。）のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

�～� 省略

� 育児休業法第２条の規定により育児休業をしている職員のう

ち、育児休業条例第７条第２項に規定する職員以外の職員

�～� 省略

（職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則の一部改正）

第２条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則（愛媛県人事委員会規

則７－１０２７）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

�～� 省略

� 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給規則別表

第２３から別表第３０までに定める初任給基準表に異なる初任給の

定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

�～� 省略

� 復職時調整 初任給規則第３６条の２、職員の育児休業等に関

する条例（平成４年愛媛県条例第２号）第９条、公益的法人等

派遣条例第６条若しくは第１６条又は職員の自己啓発等休業に関

する条例（平成１９年愛媛県条例第５９号）第１０条の規定による号

給の調整をいう。

	～
 省略

（定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

�～� 省略

� 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給規則別表

第２３から別表第３１までに定める初任給基準表に異なる初任給の

定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

�～� 省略

� 復職時調整 初任給規則第３６条の２、職員の育児休業等に関

する条例（平成４年愛媛県条例第２号）第８条、公益的法人等

派遣条例第６条若しくは第１６条又は職員の自己啓発等休業に関

する条例（平成１９年愛媛県条例第５９号）第１０条の規定による号

給の調整をいう。

	～
 省略

（職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則の一部改正）

第３条 職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２－１）の一部を次のように改正する。
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（休暇の許可の事由及び期間）

第１条の３ 条例第３条第２項の有給休暇の許可に係る同条第４項

の人事委員会規則で定める事由は、次の表の左欄に掲げる事由と

し、当該許可に係る同項の人事委員会規則で定める期間は、同欄

に掲げる事由の区分に応じ、同表の右欄に掲げる期間とする。

（休暇の許可の事由及び期間）

第１条の３ 条例第３条第２項の有給休暇の許可に係る同条第４項

の人事委員会規則で定める事由は、次の表の左欄に掲げる事由と

し、当該許可に係る同項の人事委員会規則で定める期間は、同欄

に掲げる事由の区分に応じ、同表の右欄に掲げる期間とする。

事 由 期 間 事 由 期 間

� 省略 � 省略

� 予防接種を受け

る場合又はこれにより著しく発熱し

た場合

省略 � 予防注射若しくは予防接種を受け

る場合又はこれにより著しく発熱し

た場合

省略

�～� 省略 �～� 省略

� 職員が要介護者（条例第１２条第４

項に規定する要介護者をいう。以下

同じ。）の介護その他の人事委員会

が定める世話を行う場合であつて、

当該職員が当該世話を行う必要があ

ると認められるとき。

一の年において５日

（要介護者が２人以

上の場合に あ つ て

は、１０日）を超えな

い範囲内でその都度

必要と認める期間

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

	 省略 � 省略

２ 条例第３条第３項の無給休暇の許可に係る同条第４項の人事委

員会規則で定める事由は、次の表の左欄に掲げる事由とし、当該

許可に係る同項の人事委員会規則で定める期間は、同表の右欄に

掲げる期間とする。

２ 条例第３条第３項の無給休暇の許可に係る同条第４項の人事委

員会規則で定める事由は、次の表の左欄に掲げる事由とし、当該

許可に係る同項の人事委員会規則で定める期間は、同表の右欄に

掲げる期間とする。

事 由 期間 事 由 期間

職員（再任用短時間勤務職員（条例第５条第１項に

規定する再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。）

及び任期付短時間勤務職員（同項に規定する任期付短

時間勤務職員をいう。以下同じ。）以外の非常勤職員

を除く。）が要介護者

を介護する場合

であつて、当該職員が介護することがやむを得ないと

認められるとき。

省略 職員（再任用短時間勤務職員（条例第５条第１項に

規定する再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。）

及び任期付短時間勤務職員（同項に規定する任期付短

時間勤務職員をいう。以下同じ。）以外の非常勤職員

を除く。）が次に掲げる者で負傷、疾病又は身体上若

しくは精神上の障害のため介護を必要とするもの（第

６条において「要介護者」という。）を介護する場合

であつて、当該職員が介護することがやむを得ないと

認められるとき。

ア 配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚

姻関係と同様の事情にある者を含む。）

イ ２親等以内の親族

ウ 配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚

姻関係と同様の事情にある者を含む。）の父母の

配偶者

省略

３～５ 省略

６ 再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に対する第１

項の表
の項及び�の項、第２項の表並びに第４項の規定の適用

については、次のとおりとする。

� 省略

� 第１項の表�の項期間の欄中「３日」とあるのは、「３日に

３～５ 省略

６ 再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に対する第１

項の表
の項及び�の項、第２項の表並びに第４項の規定の適用

については、次のとおりとする。

� 省略

� 第１項の表�の項期間の欄中「３日」とあるのは、「３日に
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再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員の１週間の勤

務日の日数を５日で除して得た数を乗じて得た日数（不斉一型

短時間勤務職員にあつては、２３時間１５分に条例第１１条第１項の

規定に基づき定められたその者の勤務時間を３８時間４５分で除し

て得た数を乗じて得た時間数を、その者の１日当たりの勤務時

間を１日として日に換算して得た日数）（１日未満の端数があ

るときは、これを四捨五入して得た日数とし、その日数が３日

を超えるときは、３日とする。」とする。

�・� 省略

（条例第３条第５項ただし書の人事委員会規則で定める場合及び

単位）

第１条の４ 条例第３条第５項ただし書の人事委員会規則で定める

場合は、次に掲げる場合とする。

� 省略

� 次に掲げる休暇の残日数のすべてを与える場合において、当

該残日数に１時間未満の端数がある場合

ア・イ 省略

ウ 前条第１項の表�の項、�の項、�の項及び�の項に規定

する有給休暇

� 第１２条第２項に規定する４時間の勤務時間の割振り変更を行

つたことにより、４時間の勤務時間について割り振ることをや

めた勤務日の勤務時間のすべてについて年次休暇及び前条第１

項の表�の項に規定する有給休暇を与える場合において、これ

らの休暇を与えられる時間に１時間未満の端数があるとき。

� １回の勤務に６時間を超える勤務時間を割り振つた場合であ

つて、休憩時間（当該勤務に複数の休憩時間を置いた場合にあ

つては、そのうち最も長い休憩時間（当該休憩時間が複数ある

場合にあつては、そのうちから任命権者又はその委任を受けた

者（以下「所属長」という。）が指定した休憩時間））の前後

いずれか一方の勤務時間のすべてについて年次休暇及び前条第

１項の表�の項に規定する有給休暇を与える場合において、こ

れらの休暇を与えられる時間に１時間未満の端数があるとき。

２ 省略

（休暇の算定）

第４条の４ 年の中途において勤務形態の変更があつた場合におけ

る職員の第１条の３第１項の表	の項及び�の項に規定する有給

休暇の日数、同条第２項の表及び第４項に規定する無給休暇の日

数並びに年次休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し人事委

員会が定める。

（子の看護休暇）

第４条の５ 条例第８条の２の人事委員会規則で定める子は、中学

校就学の始期に達するまでの子とし、同条の人事委員会規則で定

める当該子の世話は、当該子に予防接種又は健康診断を受けさせ

ることとする。

２ 省略

（休暇の許可手続）

第６条 職員は、休暇（条例第５条から第９条までに規定する有給

休暇及び第１条の３第１項の表�の項に規定する有給休暇を除

く。）を得ようとするときは、あらかじめ、その事由及び期間を

記載した書面を所属長に提出し、その許可を得なければならな

い。

２・３ 省略

４ 子の看護休暇及び第１条の３第１項の表�の項に規定する有給

再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員の１週間の勤

務日の日数を５日で除して得た数を乗じて得た日数（不斉一型

短時間勤務職員にあつては、２３時間１５分に条例第１１条第１項の

規定に基づき定められたその者の勤務時間を３８時間４５分で除し

て得た数を乗じて得た時間数を、その者の１日当たりの勤務時

間を１日として日に換算して得た日数）（１日未満の端数があ

るときは、これを四捨五入して得た日数とし、その日数が３日

を超えるときは、３日とする。」とする。

�・� 省略

（条例第３条第５項ただし書の人事委員会規則で定める場合及び

単位）

第１条の４ 条例第３条第５項ただし書の人事委員会規則で定める

場合は、次に掲げる場合とする。

� 省略

� 次に掲げる休暇の残日数のすべてを与える場合において、当

該残日数に１時間未満の端数がある場合

ア・イ 省略

ウ 前条第１項の表�の項、�の項及び�の項 に規定

する有給休暇

� 第１２条第２項に規定する４時間の勤務時間の割振り変更を行

つたことにより、４時間の勤務時間について割り振ることをや

めた勤務日の勤務時間のすべてについて年次休暇及び前条第１

項の表�の項に規定する有給休暇を与える場合において、これ

らの休暇を与えられる時間に１時間未満の端数があるとき。

� １回の勤務に６時間を超える勤務時間を割り振つた場合であ

つて、休憩時間（当該勤務に複数の休憩時間を置いた場合にあ

つては、そのうち最も長い休憩時間（当該休憩時間が複数ある

場合にあつては、そのうちから任命権者又はその委任を受けた

者（以下「所属長」という。）が指定した休憩時間））の前後

いずれか一方の勤務時間のすべてについて年次休暇及び前条第

１項の表�の項に規定する有給休暇を与える場合において、こ

れらの休暇を与えられる時間に１時間未満の端数があるとき。

２ 省略

（休暇の算定）

第４条の４ 年の中途において勤務形態の変更があつた場合におけ

る職員の第１条の３第１項の表	の項及び�の項に規定する有給

休暇の日数、同条第２項の表及び第４項に規定する無給休暇の日

数並びに年次休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し人事委

員会が定める。

（子の看護休暇）

第４条の５ 条例第８条の２の人事委員会規則で定める子は、中学

校就学の始期に達するまでの子

とする。

２ 省略

（休暇の許可手続）

第６条 職員は、休暇（条例第５条から第９条までに規定する有給

休暇 を除

く。）を得ようとするときは、あらかじめ、その事由及び期間を

記載した書面を所属長に提出し、その許可を得なければならな

い。

２・３ 省略

４ 子の看護休暇
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休暇の認定の手続並びに条例第９条に規定する忌引及び父母の祭

日休暇の承認の手続については、第１項及び第２項の規定を準用

する。

第１２条 省略

（正規の勤務時間外勤務の制限）

第１２条の２ 職員は、条例第１２条第１項の規定により同項に規定す

る正規の勤務時間外の勤務（以下「勤務時間外勤務」という。）

の制限を請求しようとするときは、勤務時間外勤務の制限を請求

する一の期間について、その初日（以下「勤務時間外勤務制限開

始日」という。）及び期間（１年又は１年に満たない月を単位と

する期間に限る。）を明らかにした書面を、勤務時間外勤務制限

開始日の前日までに、所属長に提出しなければならない。この場

合において、当該勤務時間外勤務の制限の請求に係る期間と同条

第３項の規定により同項に規定する正規の勤務時間外の勤務（第

１２条の１０の時間を超えてする勤務に限る。以下「時間外勤務」と

いう。）の制限の請求に係る期間とが重複しないようにしなけれ

ばならない。

２ 前項前段の請求があつた場合においては、所属長は、条例第１２

条第１項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどう

かについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなけれ

ばならない。

３ 第１項前段の請求を受けた所属長は、条例第１２条第１項に規定

する措置を講ずるために必要があると認める場合には、当該請求

に係る勤務時間外勤務制限開始日を、当該勤務時間外勤務制限開

始日の翌日から起算して１週間の期間内のいずれかの日に変更す

ることができる。

４ 所属長は、前項の規定により勤務時間外勤務制限開始日を変更

した場合においては、当該変更後の勤務時間外勤務制限開始日を

当該変更前の勤務時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を

した職員に対し通知しなければならない。

５ 所属長は、第１項前段の請求に係る事由について確認する必要

があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の

提出を求めることができる。

第１２条の３ 前条第１項前段の請求がされた後勤務時間外勤務制限

開始日の前日までに、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた

場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

� 当該請求に係る子が死亡したこと。

� 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請

求をした職員の子でなくなつたこと。

� 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないことと

なつたこと。

２ 勤務時間外勤務制限開始日から起算して前条第１項前段の請求

に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げる事

由のいずれかが生じた場合には、当該請求は、勤務時間外勤務制

限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であ

つたものとみなす。

� 前項各号に掲げる事由のいずれかが生じたこと。

� 当該請求に係る子が３歳に達したこと。

（ 深夜勤務の制限）

第１２条の４ 条例第１２条第２項の人事委員会規則で定める者は、次

の各号のいずれにも該当する者とする。

� 深夜（条例第１２条第２項に規定する深夜をいう。以下同

じ。）において就業していない者（深夜における就業日数が１

の認定の手続及び 条例第９条に規定する忌引及び父母の祭

日休暇の承認の手続については、第１項及び第２項の規定を準用

する。

第１２条 省略

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限）

第１２条の２ 条例第１２条第１項の人事委員会規則で定める者は、次

の各号のいずれにも該当する者とする。

� 深夜（条例第１２条第１項に規定する深夜をいう。以下同

じ。）において就業していない者（深夜における就業日数が１
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月について３日以下の者を含む。）であること。

�～� 省略

第１２条の５ 職員は、条例第１２条第２項の規定により深夜における

勤務（以下「深夜勤務」という。）の制限を請求しようとすると

きは、深夜勤務の制限を請求する一の期間（６月以内の期間に限

る。以下「深夜勤務制限期間」という。）について、その初日

（以下「深夜勤務制限開始日」という。）及び末日（以下「深夜

勤務制限終了日」という。）とする日を明らかにした書面を、深

夜勤務制限開始日の１月前までに所属長に提出しなければならな

い。

２ 省略

３ 第１２条の２第５項の規定は、第１項の請求について準用する。

第１２条の６ 前条第１項の請求がされた後深夜勤務制限開始日とさ

れた日の前日までに、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた

場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

�～� 省略

� 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親である

ものが、深夜において常態として当該子を養育することができ

るものとして第１２条の４第１項に規定する者に該当することと

なつたこと。

２ 省略

第１２条の７ 前２条（前条第１項第３号及び第４号を除く。）の規

定は、要介護者

を介護する職員について準用する。この場合におい

て、同条第１項第１号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項

第２号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした

職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした

職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

（ 時間外勤務の制限）

第１２条の８ 第１２条の２及び第１２条の３の規定は、時間外勤務の制

限の請求について準用する。この場合において、第１２条の２第１

項中「条例第１２条第１項」とあるのは「条例第１２条第３項」と、

「以下「勤務時間外勤務」とあるのは「第１２条の１０の時間を超え

てする勤務に限る。以下「時間外勤務」と、「勤務時間外勤務

の」とあるのは「時間外勤務の」と、「勤務時間外勤務制限開始

日」とあるのは「時間外勤務制限開始日」と、「同条第３項」と

あるのは「同条第１項」と、「第１２条の１０の時間を超えてする勤

務に限る。以下「時間外勤務」とあるのは「以下「勤務時間外勤

務」と、同条第２項及び第３項中「条例第１２条第１項」とあるの

は「条例第１２条第３項」と、同項、同条第４項並びに第１２条の３

第１項及び第２項中「勤務時間外勤務制限開始日」とあるのは

「時間外勤務制限開始日」と、同項第２号中「３歳」とあるのは

「小学校就学の始期」と読み替えるものとする。

月について３日以下の者を含む。）であること。

�～� 省略

第１２条の３ 職員は、条例第１２条第１項の規定により深夜における

勤務（以下「深夜勤務」という。）の制限を請求しようとすると

きは、深夜勤務の制限を請求する一の期間（６月以内の期間に限

る。以下「深夜勤務制限期間」という。）について、その初日

（以下「深夜勤務制限開始日」という。）及び末日（以下「深夜

勤務制限終了日」という。）とする日を明らかにした書面を、深

夜勤務制限開始日の１月前までに所属長に提出しなければならな

い。

２ 省略

３ 所属長は、第１項の請求に係る事由について確認する必要があ

ると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出

を求めることができる。

第１２条の４ 前条第１項の請求がされた後深夜勤務制限開始日とさ

れた日の前日までに、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた

場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

�～� 省略

� 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親である

ものが、深夜において常態として当該子を養育することができ

るものとして第１２条の２第１項に規定する者に該当することと

なつたこと。

２ 省略

第１２条の５ 前２条（前条第１項第３号及び第４号を除く。）の規

定は、要介護者（条例第１２条第３項に規定する要介護者をいう。

以下同じ。）を介護する職員について準用する。この場合におい

て、前条第１項第１号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項

第２号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした

職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした

職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

（育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限）

第１２条の６ 条例第１２条第２項の人事委員会規則で定める者は、次

の各号のいずれにも該当する者とする。

� 就業していない者（就業日数が１月について３日以下の者を

含む。）であること。

� 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係

る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

� ８週間（多胎妊娠の場合にあつては、１４週間）以内に出産す

る予定である者又は産後８週間を経過しない者でないこと。

� 請求に係る子と同居する者であること。

第１２条の７ 職員は、条例第１２条第２項の規定により正規の勤務時

間外の勤務（以下「時間外勤務」という。）の制限を請求しよう

とするときは、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、

その初日（以下「時間外勤務制限開始日」という。）及び期間

（１年又は１年に満たない月を単位とする期間に限る。）を明ら

かにした書面を、時間外勤務制限開始日の前日までに、所属長に

提出しなければならない。

２ 前項の請求があつた場合においては、所属長は、条例第１２条第

２項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかに

ついて、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければな

らない。

３ 第１項の請求を受けた所属長は、条例第１２条第２項に規定する

措置を講ずるために必要があると認める場合には、当該請求に係
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第１２条の９ 前条の規定により読み替えて準用する第１２条の２及び

第１２条の３（同条第１項第３号及び第２項各号を除く。）の規定

は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合におい

て、同条第１項第１号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項

第２号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした

職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした

職員との親族関係が消滅した」と、同条第２項中「次の各号に掲

げる事由のいずれか」とあるのは「前項第１号又は第２号に掲げ

る事由」と読み替えるものとする。

第１２条の１０ 条例第１２条第３項の人事委員会規則で定める時間は、

１月について２４時間、１年について１５０時間とする。

第１２条の１１ 条例第１２条第３項の人事委員会規則で定める勤務は、

正規の勤務時間外に命ぜられる宿直又は日直の勤務とする。

第１２条の１２ 条例第１２条第４項の人事委員会規則で定めるものは、

当該職員の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係

と同様の事情にある者を含む。）、２親等以内の親族及び配偶者

（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。）の父母の配偶者とする。

る時間外勤務制限開始日を、当該時間外勤務制限開始日の翌日か

ら起算して１週間の期間内のいずれかの日に変更することができ

る。

４ 所属長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した

場合においては、当該変更後の時間外勤務制限開始日を当該変更

前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対

し通知しなければならない。

５ 所属長は、第１項の請求に係る事由について確認する必要があ

ると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出

を求めることができる。

第１２条の８ 前条第１項の請求がされた後時間外勤務制限開始日の

前日までに、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合に

は、当該請求はされなかつたものとみなす。

� 当該請求に係る子が死亡したこと。

� 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請

求をした職員の子でなくなつたこと。

� 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないことと

なつたこと。

� 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親である

ものが、常態として当該子を養育することができるものとして

第１２条の６第１項に規定する者に該当することとなつたこと。

２ 時間外勤務制限開始日から起算して前条第１項の請求に係る期

間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げる事由のいず

れかが生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から

当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみ

なす。

� 前項各号に掲げる事由のいずれかが生じたこと。

� 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。

第１２条の９ 前２条（前条第１項第３号及び第４号並びに

第２項各号を除く。）の規定

は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合におい

て、同条第１項第１号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項

第２号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした

職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした

職員との親族関係が消滅した」と、同条第２項中「次の各号

」とあるのは「前項第１号又は第２号

」と読み替えるものとする。

第１２条の１０ 条例第１２条第２項の人事委員会規則で定める時間は、

１月について２４時間、１年について１５０時間とする。

第１２条の１１ 条例第１２条第２項の人事委員会規則で定める勤務は、

正規の勤務時間外に命ぜられる宿直又は日直の勤務とする。

第１２条の１２ 条例第１２条第３項の人事委員会規則で定めるものは、

当該職員の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係

と同様の事情にある者を含む。）、２親等以内の親族及び配偶者

（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。）の父母の配偶者とする。

（教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の一部改正）

第４条 教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２－４）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（休暇の許可の事由及び期間） （休暇の許可の事由及び期間）
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第２条の３ 条例第４条第２項の有給休暇の許可に係る同条第４項

の人事委員会規則で定める事由は、次の表の左欄に掲げる事由と

し、当該許可に係る同項の人事委員会規則で定める期間は、同欄

に掲げる事由の区分に応じ、同表の右欄に掲げる期間とする。

第２条の３ 条例第４条第２項の有給休暇の許可に係る同条第４項

の人事委員会規則で定める事由は、次の表の左欄に掲げる事由と

し、当該許可に係る同項の人事委員会規則で定める期間は、同欄

に掲げる事由の区分に応じ、同表の右欄に掲げる期間とする。

事 由 期 間 事 由 期 間

� 省略 � 省略

� 予防接種を受け

る場合又はこれにより著しく発熱し

た場合

省略 � 予防注射若しくは予防接種を受け

る場合又はこれにより著しく発熱し

た場合

省略

�～� 省略 �～� 省略

� 職員が要介護者（条例第１２条第４

項に規定する要介護者をいう。以下

同じ。）の介護その他の人事委員会

が定める世話を行う場合であつて、

当該職員が当該世話を行う必要があ

ると認められるとき。

一の年において５日

（要介護者が２人以

上の場合に あ つ て

は、１０日）を超えな

い範囲内でその都度

必要と認める期間

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

２ 条例第４条第３項の無給休暇の許可に係る同条第４項の人事委

員会規則で定める事由は、次の表の左欄に掲げる事由とし、当該

許可に係る同項の人事委員会規則で定める期間は、同表の右欄に

掲げる期間とする。

２ 条例第４条第３項の無給休暇の許可に係る同条第４項の人事委

員会規則で定める事由は、次の表の左欄に掲げる事由とし、当該

許可に係る同項の人事委員会規則で定める期間は、同表の右欄に

掲げる期間とする。

事 由 期間 事 由 期間

職員（再任用短時間勤務教育職員（条例第６条第１

項に規定する再任用短時間勤務教育職員をいう。以下

同じ。）及び任期付短時間勤務教育職員（同項に規定

する任期付短時間勤務教育職員をいう。以下同じ。）

以外の非常勤職員を除く。）が要介護者

を介護する場合であつて、当該職員が介護する

ことがやむを得ないと認められるとき。

省略 職員（再任用短時間勤務教育職員（条例第６条第１

項に規定する再任用短時間勤務教育職員をいう。以下

同じ。）及び任期付短時間勤務教育職員（同項に規定

する任期付短時間勤務教育職員をいう。以下同じ。）

以外の非常勤職員を除く。）が次に掲げる者で負傷、

疾病又は身体上若しくは精神上の障害のため介護を必

要と す る も の（第６条 に お い て「要 介 護 者」と い

う。）を介護する場合であつて、当該職員が介護する

ことがやむを得ないと認められるとき。

ア 配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚

姻関係と同様の事情にある者を含む。）

イ ２親等以内の親族

ウ 配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚

姻関係と同様の事情にある者を含む。）の父母の

配偶者

省略

３～５ 省略

６ 再任用短時間勤務教育職員及び任期付短時間勤務教育職員に対

する第１項の表	の項及び�の項、第２項の表並びに第４項の規

定の適用については、次のとおりとする。

� 省略

� 第１項の表�の項期間の欄中「３日」とあるのは、「３日に

再任用短時間勤務教育職員又は任期付短時間勤務教育職員の１

週間の勤務日の日数を５日で除して得た数を乗じて得た日数

（不斉一型短時間勤務教育職員にあつては、２３時間１５分に条例

第１１条第１項の規定に基づき定められたその者の勤務時間を３８

時間４５分で除して得た数を乗じて得た時間数を、その者の１日

３～５ 省略

６ 再任用短時間勤務教育職員及び任期付短時間勤務教育職員に対

する第１項の表	の項及び�の項、第２項の表並びに第４項の規

定の適用については、次のとおりとする。

� 省略

� 第１項の表�の項期間の欄中「３日」とあるのは、「３日に

再任用短時間勤務教育職員又は任期付短時間勤務教育職員の１

週間の勤務日の日数を５日で除して得た数を乗じて得た日数

（不斉一型短時間勤務教育職員にあつては、２３時間１５分に条例

第１１条第１項の規定に基づき定められたその者の勤務時間を３８

時間４５分で除して得た数を乗じて得た時間数を、その者の１日
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当たりの勤務時間を１日として日に換算して得た日数）（１日

未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、

その日数が３日を超えるときは、３日とする。」とする。

�・� 省略

（条例第４条第５項ただし書の人事委員会規則で定める場合及び

単位）

第２条の４ 条例第４条第５項ただし書の人事委員会規則で定める

場合は、次に掲げる場合とする。

� 省略

� 次に掲げる休暇の残日数のすべてを与える場合において、当

該残日数に１時間未満の端数がある場合

ア・イ 省略

ウ 前条第１項の表�の項、�の項、�の項及び�の項に規定

する有給休暇

� 第１２条第２項に規定する４時間の勤務時間の割振り変更を行

つたことにより、４時間の勤務時間について割り振ることをや

めた勤務日の勤務時間のすべてについて年次休暇及び前条第１

項の表�の項に規定する有給休暇を与える場合において、これ

らの休暇を与えられる時間に１時間未満の端数があるとき。

� １回の勤務に６時間を超える勤務時間を割り振つた場合であ

つて、休憩時間（当該勤務に複数の休憩時間を置いた場合にあ

つては、そのうち最も長い休憩時間（当該休憩時間が複数ある

場合にあつては、そのうちから任命権者又はその委任を受けた

者（以下「所属長」という。）が指定した休憩時間））の前後

いずれか一方の勤務時間のすべてについて年次休暇及び前条第

１項の表�の項に規定する有給休暇を与える場合において、こ

れらの休暇を与えられる時間に１時間未満の端数があるとき。

２ 省略

（休暇の計算）

第４条の２ 年（暦年をいう。第６条第３項において同じ。）の中

途において勤務形態の変更があつた場合における職員の第２条の

３第１項の表	の項及び�の項に規定する有給休暇の日数並びに

同条第２項の表及び第４項に規定する無給休暇の日数は、その者

の勤務時間等を考慮し人事委員会が定める。

２ 省略

（子の看護休暇）

第４条の３ 条例第９条の２の人事委員会規則で定める子は、中学

校就学の始期に達するまでの子とし、同条の人事委員会規則で定

める当該子の世話は、当該子に予防接種又は健康診断を受けさせ

ることとする。

２・３ 省略

（休暇の許可手続）

第６条 職員は、休暇（条例第６条から第１０条までに規定する有給

休暇及び第２条の３第１項の表�の項に規定する有給休暇を除

く。）を得ようとするときは、あらかじめ、その事由及び期間を

記載した書面を所属長に提出し、その許可を得なければならな

い。

２・３ 省略

４ 子の看護休暇及び第２条の３第１項の表�の項に規定する有給

休暇の認定の手続並びに条例第１０条に規定する忌引及び父母の祭

日休暇の承認の手続については、第１項及び第２項の規定を準用

する。

第１２条 省略

当たりの勤務時間を１日として日に換算して得た日数）（１日

未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、

その日数が３日を超えるときは、３日とする。」とする。

�・� 省略

（条例第４条第５項ただし書の人事委員会規則で定める場合及び

単位）

第２条の４ 条例第４条第５項ただし書の人事委員会規則で定める

場合は、次に掲げる場合とする。

� 省略

� 次に掲げる休暇の残日数のすべてを与える場合において、当

該残日数に１時間未満の端数がある場合

ア・イ 省略

ウ 前条第１項の表�の項、�の項及び�の項 に規定

する有給休暇

� 第１２条第２項に規定する４時間の勤務時間の割振り変更を行

つたことにより、４時間の勤務時間について割り振ることをや

めた勤務日の勤務時間のすべてについて年次休暇及び前条第１

項の表�の項に規定する有給休暇を与える場合において、これ

らの休暇を与えられる時間に１時間未満の端数があるとき。

� １回の勤務に６時間を超える勤務時間を割り振つた場合であ

つて、休憩時間（当該勤務に複数の休憩時間を置いた場合にあ

つては、そのうち最も長い休憩時間（当該休憩時間が複数ある

場合にあつては、そのうちから任命権者又はその委任を受けた

者（以下「所属長」という。）が指定した休憩時間））の前後

いずれか一方の勤務時間のすべてについて年次休暇及び前条第

１項の表�の項に規定する有給休暇を与える場合において、こ

れらの休暇を与えられる時間に１時間未満の端数があるとき。

２ 省略

（休暇の計算）

第４条の２ 年（暦年をいう。第６条第３項において同じ。）の中

途において勤務形態の変更があつた場合における職員の第２条の

３第１項の表	の項及び�の項に規定する有給休暇の日数並びに

同条第２項の表及び第４項に規定する無給休暇の日数は、その者

の勤務時間等を考慮し人事委員会が定める。

２ 省略

（子の看護休暇）

第４条の３ 条例第９条の２の人事委員会規則で定める子は、中学

校就学の始期に達するまでの子

とする。

２・３ 省略

（休暇の許可手続）

第６条 職員は、休暇（条例第６条から第１０条までに規定する有給

休 暇 を 除

く。）を得ようとするときは、あらかじめ、その事由及び期間を

記載した書面を所属長に提出し、その許可を得なければならな

い。

２・３ 省略

４ 子の看護休暇

の認定の手続及び 条例第１０条に規定する忌引及び父母の祭

日休暇の承認の手続については、第１項及び第２項の規定を準用

する。

第１２条 省略
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（正規の勤務時間外勤務の制限）

第１２条の２ 職員は、条例第１２条第１項の規定により同項に規定す

る正規の勤務時間外の勤務（以下「勤務時間外勤務」という。）

の制限を請求しようとするときは、勤務時間外勤務の制限を請求

する一の期間について、その初日（以下「勤務時間外勤務制限開

始日」という。）及び期間（１年又は１年に満たない月を単位と

する期間に限る。）を明らかにした書面を、勤務時間外勤務制限

開始日の前日までに、所属長に提出しなければならない。この場

合において、当該勤務時間外勤務の制限の請求に係る期間と同条

第３項の規定により同項に規定する正規の勤務時間外の勤務（第

１２条の１０の時間を超えてする勤務に限る。以下「時間外勤務」と

いう。）の制限の請求に係る期間とが重複しないようにしなけれ

ばならない。

２ 前項前段の請求があつた場合においては、所属長は、条例第１２

条第１項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどう

かについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなけれ

ばならない。

３ 第１項前段の請求を受けた所属長は、条例第１２条第１項に規定

する措置を講ずるために必要があると認める場合には、当該請求

に係る勤務時間外勤務制限開始日を、当該勤務時間外勤務制限開

始日の翌日から起算して１週間の期間内のいずれかの日に変更す

ることができる。

４ 所属長は、前項の規定により勤務時間外勤務制限開始日を変更

した場合においては、当該変更後の勤務時間外勤務制限開始日を

当該変更前の勤務時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を

した職員に対し通知しなければならない。

５ 所属長は、第１項前段の請求に係る事由について確認する必要

があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の

提出を求めることができる。

第１２条の３ 前条第１項前段の請求がされた後勤務時間外勤務制限

開始日の前日までに、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた

場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

� 当該請求に係る子が死亡したこと。

� 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請

求をした職員の子でなくなつたこと。

� 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないことと

なつたこと。

２ 勤務時間外勤務制限開始日から起算して前条第１項前段の請求

に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げる事

由のいずれかが生じた場合には、当該請求は、勤務時間外勤務制

限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であ

つたものとみなす。

� 前項各号に掲げる事由のいずれかが生じたこと。

� 当該請求に係る子が３歳に達したこと。

（ 深夜勤務の制限）

第１２条の４ 条例第１２条第２項の人事委員会規則で定める者は、次

の各号のいずれにも該当する者とする。

� 深夜（条例第１２条第２項に規定する深夜をいう。以下同

じ。）において就業していない者（深夜における就業日数が１

月について３日以下の者を含む。）であること。

�～� 省略

第１２条の５ 職員は、条例第１２条第２項の規定により深夜における

勤務（以下「深夜勤務」という。）の制限を請求しようとすると

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限）

第１２条の２ 条例第１２条第１項の人事委員会規則で定める者は、次

の各号のいずれにも該当する者とする。

� 深夜（条例第１２条第１項に規定する深夜をいう。以下同

じ。）において就業していない者（深夜における就業日数が１

月について３日以下の者を含む。）であること。

�～� 省略

第１２条の３ 職員は、条例第１２条第１項の規定により深夜における

勤務（以下「深夜勤務」という。）の制限を請求しようとすると
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きは、深夜勤務の制限を請求する一の期間（６月以内の期間に限

る。以下「深夜勤務制限期間」という。）について、その初日

（以下「深夜勤務制限開始日」という。）及び末日（以下「深夜

勤務制限終了日」という。）とする日を明らかにした書面を、深

夜勤務制限開始日の１月前までに所属長に提出しなければならな

い。

２ 省略

３ 第１２条の２第５項の規定は、第１項の請求について準用する。

第１２条の６ 前条第１項の請求がされた後深夜勤務制限開始日とさ

れた日の前日までに、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた

場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

�～� 省略

� 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親である

ものが、深夜において常態として当該子を養育することができ

るものとして第１２条の４第１項に規定する者に該当することと

なつたこと。

２ 省略

第１２条の７ 前２条（前条第１項第３号及び第４号を除く。）の規

定は、要介護者

を介護する職員について準用する。この場合におい

て、同条第１項第１号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項

第２号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした

職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした

職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

（ 時間外勤務の制限）

第１２条の８ 第１２条の２及び第１２条の３の規定は、時間外勤務の制

限の請求について準用する。この場合において、第１２条の２第１

項中「条例第１２条第１項」とあるのは「条例第１２条第３項」と、

「以下「勤務時間外勤務」とあるのは「第１２条の１０の時間を超え

てする勤務に限る。以下「時間外勤務」と、「勤務時間外勤務

の」とあるのは「時間外勤務の」と、「勤務時間外勤務制限開始

日」とあるのは「時間外勤務制限開始日」と、「同条第３項」と

あるのは「同条第１項」と、「第１２条の１０の時間を超えてする勤

務に限る。以下「時間外勤務」とあるのは「以下「勤務時間外勤

務」と、同条第２項及び第３項中「条例第１２条第１項」とあるの

は「条例第１２条第３項」と、同項、同条第４項並びに第１２条の３

第１項及び第２項中「勤務時間外勤務制限開始日」とあるのは

「時間外勤務制限開始日」と、同項第２号中「３歳」とあるのは

「小学校就学の始期」と読み替えるものとする。

きは、深夜勤務の制限を請求する一の期間（６月以内の期間に限

る。以下「深夜勤務制限期間」という。）について、その初日

（以下「深夜勤務制限開始日」という。）及び末日（以下「深夜

勤務制限終了日」という。）とする日を明らかにした書面を、深

夜勤務制限開始日の１月前までに所属長に提出しなければならな

い。

２ 省略

３ 所属長は、第１項の請求に係る事由について確認する必要があ

ると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出

を求めることができる。

第１２条の４ 前条第１項の請求がされた後深夜勤務制限開始日とさ

れた日の前日までに、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた

場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

�～� 省略

� 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親である

ものが、深夜において常態として当該子を養育することができ

るものとして第１２条の２第１項に規定する者に該当することと

なつたこと。

２ 省略

第１２条の５ 前２条（前条第１項第３号及び第４号を除く。）の規

定は、要介護者（条例第１２条第３項に規定する要介護者をいう。

以下同じ。）を介護する職員について準用する。この場合におい

て、前条第１項第１号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項

第２号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした

職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした

職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

（育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限）

第１２条の６ 条例第１２条第２項の人事委員会規則で定める者は、次

の各号のいずれにも該当する者とする。

� 就業していない者（就業日数が１月について３日以下の者を

含む。）であること。

� 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係

る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

� ８週間（多胎妊娠の場合にあつては、１４週間）以内に出産す

る予定である者又は産後８週間を経過しない者でないこと。

� 請求に係る子と同居する者であること。

第１２条の７ 職員は、条例第１２条第２項の規定により正規の勤務時

間外の勤務（以下「時間外勤務」という。）の制限を請求しよう

とするときは、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、

その初日（以下「時間外勤務制限開始日」という。）及び期間

（１年又は１年に満たない月を単位とする期間に限る。）を明ら

かにした書面を、時間外勤務制限開始日の前日までに、所属長に

提出しなければならない。

２ 前項の請求があつた場合においては、所属長は、条例第１２条第

２項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかに

ついて、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければな

らない。

３ 第１項の請求を受けた所属長は、条例第１２条第２項に規定する

措置を講ずるために必要があると認める場合には、当該請求に係

る時間外勤務制限開始日を、当該時間外勤務制限開始日の翌日か

ら起算して１週間の期間内のいずれかの日に変更することができ

る。

４ 所属長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した
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第１２条の９ 前条の規定により読み替えて準用する第１２条の２及び

第１２条の３（同条第１項第３号及び第２項各号を除く。）の規定

は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合におい

て、同条第１項第１号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項

第２号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした

職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした

職員との親族関係が消滅した」と、同条第２項中「次の各号に掲

げる事由のいずれか」とあるのは「前項第１号又は第２号に掲げ

る事由」と読み替えるものとする。

第１２条の１０ 条例第１２条第３項の人事委員会規則で定める時間は、

１月について２４時間、１年について１５０時間とする。

第１２条の１１ 条例第１２条第３項の人事委員会規則で定める勤務は、

正規の勤務時間外に命ぜられる宿直又は日直の勤務とする。

第１２条の１２ 条例第１２条第４項の人事委員会規則で定めるものは、

当該職員の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係

と同様の事情にある者を含む。）、２親等以内の親族及び配偶者

（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。）の父母の配偶者とする。

場合においては、当該変更後の時間外勤務制限開始日を当該変更

前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対

し通知しなければならない。

５ 所属長は、第１項の請求に係る事由について確認する必要があ

ると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出

を求めることができる。

第１２条の８ 前条第１項の請求がされた後時間外勤務制限開始日の

前日までに、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合に

は、当該請求はされなかつたものとみなす。

� 当該請求に係る子が死亡したこと。

� 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請

求をした職員の子でなくなつたこと。

� 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないことと

なつたこと。

� 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親である

ものが、常態として当該子を養育することができるものとして

第１２条の６第１項に規定する者に該当することとなつたこと。

２ 時間外勤務制限開始日から起算して前条第１項の請求に係る期

間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げる事由のいず

れかが生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から

当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみ

なす。

� 前項各号に掲げる事由のいずれかが生じたこと。

� 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。

第１２条の９ 前２条（前条第１項第３号及び第４号並びに

第２項各号を除く。）の規定

は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合におい

て、同条第１項第１号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項

第２号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした

職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした

職員との親族関係が消滅した」と、同条第２項中「次の各号

」とあるのは「前項第１号又は第２号

」と読み替えるものとする。

第１２条の１０ 条例第１２条第２項の人事委員会規則で定める時間は、

１月について２４時間、１年について１５０時間とする。

第１２条の１１ 条例第１２条第２項の人事委員会規則で定める勤務は、

正規の勤務時間外に命ぜられる宿直又は日直の勤務とする。

第１２条の１２ 条例第１２条第３項の人事委員会規則で定めるものは、

当該職員の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係

と同様の事情にある者を含む。）、２親等以内の親族及び配偶者

（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。）の父母の配偶者とする。

（職員の育児休業等に関する規則の一部改正）

第５条 職員の育児休業等に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２－３３）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例（平成４年愛

媛県条例第２号。以下「条例」という。）第８条第１項、第１３

条、第１４条及び第２５条 の規定に基づ

き、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

（趣旨）

第１条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例（平成４年愛

媛県条例第２号。以下「条例」という。）第３条第４号、第７条

第１項、第１１条第５号、第１２条、第１３条及び第２４条の規定に基づ

き、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
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（育児休業等計画書）

第２条 条例第４条第４号又は第１２条第５号に規定する育児休業等

計画書の様式は、育児休業等計画書（様式第１号）とする。

第３条 省略

第４条 省略

（育児休業に係る子が死亡した場合等の届出）

第５条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞な

く、その旨を任命権者に届け出なければならない。

�～� 省略

２ 省略

３ 第３条第２項の規定は、第１項の届出があった場合について準

用する。

（育児休業に伴う任期付職員の採用及び任期の更新）

第６条 任命権者は、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成

３年法律第１１０号。以下「育児休業法」という。）第６条第１項

の規定により職員を採用しようとする場合は、職員となる者に、

任期を定めて採用されること及びその任期について承諾した文書

を提出させるものとする。

２ 任命権者は、条例第７条の規定により職員の同意を得る場合に

は、当該職員に、任期を更新すること及びその更新する期間につ

いて承諾した文書を提出させるものとする。

（育児休業をしている職員の勤務した期間に相当する期間）

第７条 条例第８条第１項の人事委員会規則で定める期間は、休暇

の期間その他勤務しないことにつき任命権者の承認があった期間

のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

�～� 省略

（条例第１３条の人事委員会規則で定める日数及び時間）

第８条 条例第１３条の人事委員会規則で定める日数は、１２日とし、

同条の人事委員会規則で定める時間は、１６時間とする。

（育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続）

第９条 条例第１４条の規定による育児短時間勤務承認請求書の様式

は、育児短時間勤務承認請求書（様式第４号）とする。

２ 第３条第２項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長

の請求があった場合について準用する。

（育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出）

第１０条 第５条の規定は、育児短時間勤務に係る子が死亡した場合

等の届出について準用する。

（育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の採用及び任期の

更新）

第１１条 第６条の規定は、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の

採用及び任期の更新について準用する。この場合において、同条

第１項中「地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律

第１１０号。以下「育児休業法」という。）第６条第１項」とある

のは「地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第

（職員の配偶者の行う子の養育の方法）

第２条 条例第３条第４号又は第１１条第５号の人事委員会規則で定

める方法は、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法

律第１１０号。以下「育児休業法」という。）その他の法律による

育児休業並びに育児短時間勤務及びこれに類する所定労働時間を

短縮することにより子の養育を支援する方法とする。

（育児休業等計画書）

第３条 条例第３条第４号又は第１１条第５号に規定する育児休業等

計画書の様式は、育児休業等計画書（様式第１号）とする。

第４条 省略

第５条 省略

（育児休業に係る子が死亡した場合等の届出）

第６条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞な

く、その旨を任命権者に届け出なければならない。

�～� 省略

� 条例第５条第１号に掲げる事由が生じた場合

２ 省略

３ 第４条第２項の規定は、第１項の届出があった場合について準

用する。

（育児休業に伴う任期付職員の採用及び任期の更新）

第７条 任命権者は、育児休業法

第６条第１項

の規定により職員を採用しようとする場合は、職員となる者に、

任期を定めて採用されること及びその任期について承諾した文書

を提出させるものとする。

２ 任命権者は、条例第６条の規定により職員の同意を得る場合に

は、当該職員に、任期を更新すること及びその更新する期間につ

いて承諾した文書を提出させるものとする。

（育児休業をしている職員の勤務した期間に相当する期間）

第８条 条例第７条第１項の人事委員会規則で定める期間は、休暇

の期間その他勤務しないことにつき任命権者の承認があった期間

のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

�～� 省略

（条例第１２条の人事委員会規則で定める日数及び時間）

第９条 条例第１２条の人事委員会規則で定める日数は、１２日とし、

同条の人事委員会規則で定める時間は、１６時間とする。

（育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続）

第１０条 条例第１３条の規定による育児短時間勤務承認請求書の様式

は、育児短時間勤務承認請求書（様式第４号）とする。

２ 第４条第２項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長

の請求があった場合について準用する。

（育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出）

第１１条 第６条の規定は、育児短時間勤務に係る子が死亡した場合

等の届出について準用する。この場合において、同条第１項第４

号中「条例第５条第１号」とあるのは、「条例第１４条第１号」と

読み替えるものとする。

（育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の採用及び任期の

更新）

第１２条 第７条の規定は、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の

採用及び任期の更新について準用する。この場合において、同条

第１項中「育児休業法

第６条第１項」とある

のは「育児休業法
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１１０号。以下「育児休業法」という。）第１８条第１項」と、同条

第２項中「条例第７条」とあるのは「条例第１９条において準用す

る条例第７条」と読み替えるものとする。

（部分休業の承認の請求手続等）

第１２条 省略

２ 第３条第２項の規定は、部分休業の承認の請求があった場合に

ついて準用する。

（部分休業に係る子が死亡した場合等の届出）

第１３条 第５条の規定は、部分休業に係る子が死亡した場合等の届

出について準用する。

様式第１号（第２条関係） 育児休業等計画書

第１８条第１項」と、同条

第２項中「条例第６条」とあるのは「条例第１８条において準用す

る条例第６条」と読み替えるものとする。

（部分休業の承認の請求手続等）

第１３条 省略

２ 第４条第２項の規定は、部分休業の承認の請求があった場合に

ついて準用する。

（部分休業に係る子が死亡した場合等の届出）

第１４条 第６条の規定は、部分休業に係る子が死亡した場合等の届

出について準用する。

様式第１号（第３条関係） 育児休業等計画書

省略 省略

配偶者

の養育

計画

配偶者の氏名

養育予定期間 年 月 日から 年 月 日まで

子を養育する

ための方法

□ 育児休業

□ 育児短時間勤務

□ 育児休業以外の休業・休暇

□ その他（ ）

省略 省略

注１ 育児休業等計画書は、育児休業承認請求書（様式第２号）

又は育児短時間勤務承認請求書（様式第４号）と同時に（記

載事項に変更が生じた場合にあっては、遅滞なく）提出する

こと。

２・３ 省略

４ 請求期間の欄は、育児休業承認請求書又は育児短時間勤務

承認請求書に記載した請求期間を記入すること。

５ 省略

様式第２号（第３条、様式第１号関係） 育児休業承認請求書

注１ 育児休業等計画書は、育児休業承認請求書（様式第２号）

と同時に（記

載事項に変更が生じた場合にあっては、遅滞なく）提出する

こと。

２・３ 省略

４ 請求期間の欄は、育児休業承認請求書

に記載した請求期間を記入すること。

５ 養育予定期間の欄は、請求者の請求期間満了日の翌日から

再度の請求予定期間の初日の前日までの期間（３月以上の期

間に限る。）を記入すること。

６ 省略

様式第２号（第４条、様式第１号関係） 育児休業承認請求書

省略 省略

氏 名
請求に係る子 請求者以外の請求に係る子の親

氏 名 氏 名

請求に係る子 請求者との続柄 請求者と

の続柄

請求に係る子

との同居又は

別居の別

□ 同居 □ 別居

生 年 月 日 年 月 日
生年月日 年 月 日 就 業 の 有 無 □ 有 □ 無

省略 省略

注１～３ 省略

４ 備考の欄は、請求に係る子以外に３歳に満たない子を養育

する場合（職員の育児休業等に関する条例（平成４年愛媛県

条例第２号）第３条の規定による期間内に、職員（当該期間

内に職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和

２６年愛媛県条例第５６号）第８条及び教育職員の休日、休暇並

びに勤務時間等に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３１号）

第９条に規定する休暇を出産日の翌日から同日を起算日とす

る８週間後の日までの間において取得した職員を除く。）が

当該請求に係る子について最初の育児休業をする場合を除

く。）にあってはその氏名、請求者との続柄及び生年月日

注１～３ 省略

４ 備考の欄は、請求に係る子以外に３歳に満たない子を養育

する場合

にあってはその氏名、請求者との続柄及び生年月日
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を、請求に係る子が養子の場合にあっては養子縁組の効力が

生じた日を、請求に係る子以外の子について現に育児休業の

承認を受けている場合にあってはその旨並びに当該承認に係

る子の氏名及び期間等を記入すること。

様式第３号（第５条関係） 養育状況変更届

を、請求に係る子が養子の場合にあっては養子縁組の効力が

生じた日を、請求に係る子以外の子について現に育児休業の

承認を受けている場合にあってはその旨並びに当該承認に係

る子の氏名及び期間等を記入すること。

様式第３号（第６条関係） 養育状況変更届

省略 省略

届

出

の

事

由

□ 育児休業等に係る子を養育しなくなった。

□ 同居しなくなった。 □ 負傷又は疾病

□ その他（ ）

□ 育児休業等に係る子が死亡した。

□ 育児休業等に係る子と離縁した。（養子縁組の取消し

を含む。）

□ 育児休業等に係る子との親族関係が特別養子縁組によ

り終了した。

□ その他（ ）

届

出

の

事

由

□ 育児休業等に係る子を養育しなくなった。

□ 同居しなくなった。 □ 負傷又は疾病

□ その他（ ）

□ 育児休業等に係る子を配偶者が常態として養育できる

こととなった。

□ 育児休業等に係る子が死亡した。

□ 育児休業等に係る子と離縁した。（養子縁組の取消し

を含む。）

□ 育児休業等に係る子との親族関係が特別養子縁組によ

り終了した。

□ その他（ ）

省略 省略

注 省略

様式第４号（第９条、様式第１号関係） 育児短時間勤務承認請求

書

注 省略

様式第４号（第１０条、様式第１号関係） 育児短時間勤務承認請求

書

省略 省略

氏 名
請求に係る子 請求者以外の請求に係る子の親

氏 名 氏 名

請求に係る子 請求者との続柄 請求者と

の続柄

請求に係る子

との同居又は

別居の別

□ 同居 □ 別居

生 年 月 日 年 月 日
生年月日 年 月 日 就 業 の 有 無 □ 有 □ 無

省略 省略

注 省略

様式第５号（第１２条関係） 部分休業承認請求書

（表）

注 省略

様式第５号（第１３条関係） 部分休業承認請求書

（表）

省略 省略

氏 名
請求に係る子 請求者以外の請求に係る子の親

氏 名 氏 名

請求に係る子 請求者との続柄 請求者と

の続柄

請求に係る子

との同居又は

別居の別

□ 同居 □ 別居

生 年 月 日 年 月 日
生年月日 年 月 日 就 業 の 有 無 □ 有 □ 無

省略 省略

（裏） （裏）

省略 省略

注１ 省略

２ 請求に係る子について、

託児の態様及び通勤の状況以外に部分休業を必要

とする事情がある場合には、その内容を備考の欄に記入する

こと。

３ 省略

注１ 省略

２ 請求に係る子について、請求者以外の当該子の親が部分休

業その他の育児のための短時間勤務の制度の適用を受けてい

る場合又は託児の態様及び通勤の状況以外に部分休業を必要

とする事情がある場合には、その内容を備考の欄に記入する

こと。

３ 省略
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附 則

この規則は、平成２２年６月３０日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１０９３
愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年６月２９日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－４７９）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（就業促進手当に相当する退職手当等）

第１０条 条例第１０条第１０項第４号に掲げる就業促進手当に相当する

退職手当、同項第５号に掲げる移転費に相当する退職手当及び同

項第６号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当は、それぞ

れ雇用保険法第５６条の３第１項に規定する就業促進手当、同法第

５８条第１項に規定する移転費及び同法第５９条第１項に規定する広

域求職活動費に相当する金額を同法の当該規定によりこれらの給

付の支給の条件に従い、支給する。

（就業促進手当に相当する退職手当等の支給手続）

第１６条 受給資格者は、条例第１０条第１０項第４号から第６号までの

規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第４号

に掲げる就業促進手当に相当する退職手当のうち、雇用保険法第

５６条の３第１項第１号イに該当する者に係る就業促進手当に相当

する退職手当にあつては就業手当に相当する退職手当支給申請書

（様式第１５号の５）に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当

に相当する退職手当にあつては再就職手当に相当する退職手当支

給申請書（様式第１５号の６）に、同項第２号に該当する者に係る

就業促進手当に相当する退職手当にあつては常用就職支度手当に

相当する退職手当支給申請書（様式第１６号）に、条例第１０条第１０

項第５号に掲げる移転費に相当する退職手当にあつては移転費に

相当する退職手当支給申請書（様式第１７号）に、同項第６号に掲

げる広域求職活動費に相当する退職手当にあつては広域求職活動

費に相当する退職手当支給申請書（様式第１８号）にそれぞれ受給

資格証を添付して、退職当時の所属長を経て、任命権者に提出し

なければならない。第１２条第７項ただし書の規定は、この場合に

ついて準用する。

２ 省略

様式第１５号の６（第１６条関係） 再就職手当に相当する退職手当支

給申請書

（就業促進手当に相当する退職手当等）

第１０条 条例第１０条第１０項第４号に掲げる就業促進手当に相当する

退職手当、同項第５号に掲げる移転費に相当する退職手当及び同

項第６号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当は、それぞ

れ雇用保険法第５６条の２第１項に規定する就業促進手当、同法第

５８条第１項に規定する移転費及び同法第５９条第１項に規定する広

域求職活動費に相当する金額を同法の当該規定によりこれらの給

付の支給の条件に従い、支給する。

（就業促進手当に相当する退職手当等の支給手続）

第１６条 受給資格者は、条例第１０条第１０項第４号から第６号までの

規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第４号

に掲げる就業促進手当に相当する退職手当のうち、雇用保険法第

５６条の２第１項第１号イに該当する者に係る就業促進手当に相当

する退職手当にあつては就業手当に相当する退職手当支給申請書

（様式第１５号の５）に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当

に相当する退職手当にあつては再就職手当に相当する退職手当支

給申請書（様式第１５号の６）に、同項第２号に該当する者に係る

就業促進手当に相当する退職手当にあつては常用就職支度手当に

相当する退職手当支給申請書（様式第１６号）に、条例第１０条第１０

項第５号に掲げる移転費に相当する退職手当にあつては移転費に

相当する退職手当支給申請書（様式第１７号）に、同項第６号に掲

げる広域求職活動費に相当する退職手当にあつては広域求職活動

費に相当する退職手当支給申請書（様式第１８号）にそれぞれ受給

資格証を添付して、退職当時の所属長を経て、任命権者に提出し

なければならない。第１２条第７項ただし書の規定は、この場合に

ついて準用する。

２ 省略

様式第１５号の６（第１６条関係） 再就職手当に相当する退職手当支

給申請書

省略 省略

雇入れ（事業開始）

の日前３年間におけ

る就業についての再

就職手当又は常用就

職支度手当

に相当する

退職手当の受給の有

無

１ 再就職手当又は常用就職支度手当

に相当する退職手当を

受給したことがある。

雇入れ（事業開始）

の日前３年間におけ

る就業についての再

就職手当、常用就職

支度手当又は常用就

職支度金に相当する

退職手当の受給の有

無

１ 再就職手当、常用就職支度手当又は

常用就職支度金に相当する退職手当を

受給したことがある。

２ 再就職手当に相当する退職手当及び

常用就職支度手当に相当する退職手当

のいずれも受給したことがない。

２ 再就職手当に相当する退職手当、常

用就職支度手当に相当する退職手当及

び常用就職支度金に相当する退職手当

のいずれも受給したことがない。

注 省略 注 省略
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公営企業管理規程

様式第１６号（第１６条関係） 常用就職支度手当に相当する退職手当

支給申請書

様式第１６号（第１６条関係） 常用就職支度手当に相当する退職手当

支給申請書

省略 省略

雇入れの日前３年間

における就業につい

ての再就職手当又は

常用就職支度手当

に相

当する退職手当の受

給の有無

１ 再就職手当又は常用就職支度手当

に相当する退職手当を

受給したことがある。

雇入れの日前３年間

における就業につい

ての再就職手当、常

用就職支度手当又は

常用就職支度金に相

当する退職手当の受

給の有無

１ 再就職手当、常用就職支度手当又は

常用就職支度金に相当する退職手当を

受給したことがある。

２ 再就職手当に相当する退職手当及び

常用就職支度手当に相当する退職手当

のいずれも受給したことがない。

２ 再就職手当に相当する退職手当、常

用就職支度手当に相当する退職手当及

び常用就職支度金に相当する退職手当

のいずれも受給したことがない。

省略 省略

注 省略 注 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県公営企業管理規程第６号
愛媛県企業職員就業規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

平成２２年６月２９日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

愛媛県企業職員就業規程の一部を改正する管理規程

愛媛県企業職員就業規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（正規の勤務時間外勤務、 深夜勤務及び時間外勤務の制限）

第５条の２ 所属長は、３歳に満たない子のある職員が、当該子を

養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を

処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除

き、正規の勤務時間外の勤務（災害その他避けることのできない

事由に基づく臨時の勤務を除く。）をさせてはならない。

２ 省略

３ 所属長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求

をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困

難である場合を除き、１月について２４時間、１年について１５０時

間を超えて、正規の勤務時間外の勤務（災害その他避けることの

できない事由に基づく臨時の勤務及び正規の勤務時間外に命ぜら

れる宿直又は日直の勤務を除く。）をさせてはならない。

４ 前２項（第２項各号 を除く。）の規定は、負傷、

疾病又は身体上若しくは精神上の障害のため介護を必要とする配

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限）

第５条の２ 省略

２ 所属長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員（職

員の配偶者で当該子の親であるものが、次の各号のいずれにも該

当しない場合における当該職員に限る。以下この項において同

じ。）が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求

をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困

難である場合を除き、１月について２４時間、１年について１５０時

間を超えて、正規の勤務時間外の勤務（災害その他避けることの

できない事由に基づく臨時の勤務及び正規の勤務時間外に命ぜら

れる宿直又は日直の勤務を除く。）をさせてはならない。

� 就業していない者（就業日数が１月について３日以下の者を

含む。）であること。

� 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係

る子を養育することが困難な常態にある者でないこと。

� ８週間（多胎妊娠の場合にあつては、１４週間）以内に出産す

る予定である者又は産後８週間を経過しない者でないこと。

� 請求に係る子と同居する者であること。

３ 前２項（第１項各号及び前項各号を除く。）の規定は、負傷、

疾病又は身体上若しくは精神上の障害のため介護を必要とする配

愛 媛 県 報平成２２年６月２９日 第２１７９号外２

２６



偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。）、２親等以内の親族又は配偶者（婚姻の届出

をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。）の父母の配偶者（以下「要介護者」という。）を介護する

職員について準用する。この場合において、第２項中「小学校就

学の始期に達するまでの子のある職員（職員の配偶者で当該子の

親であるものが、次の各号のいずれにも該当しない場合における

当該職員に限る。）」とあるのは「負傷、疾病又は身体上若しく

は精神上の障害のため介護を必要とする配偶者（婚姻の届出をし

ていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）、

２親等以内の親族又は配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実

上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）の父母の配偶者（以

下「要介護者」という。）のある職員」と、「子を養育する」と

あるのは「要介護者を介護する」と、「をいう。以下同じ。」と

あるのは「をいう。」と、前項中「小学校就学の始期に達するま

での子のある職員

」とあるのは「要介護者のある職員」

と、「子を養育する」とあるのは「要介護者を介護する」と読み

替えるものとする。

（特殊勤務）

第１４条 職員の勤務の態様により第４条、第８条 及び第１３

条の規定と異なる取扱いを要する者については、別に定めるとこ

ろによる。

偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。）、２親等以内の親族又は配偶者（婚姻の届出

をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。）の父母の配偶者（以下「要介護者」という。）を介護する

職員について準用する。この場合において、第１項中「小学校就

学の始期に達するまでの子のある職員（職員の配偶者で当該子の

親であるものが、次の各号のいずれにも該当しない場合における

当該職員に限る。）」とあるのは「要介護者

のある職員」と、「子を養育する」と

あるのは「要介護者を介護する」と、「をいう。以下同じ。」と

あるのは「をいう。」と、前項中「小学校就学の始期に達するま

での子のある職員（職員の配偶者で当該子の親であるものが、次

の各号のいずれにも該当しない場合における当該職員に限る。以

下この項において同じ。）」とあるのは「要介護者のある職員」

と、「子を養育する」とあるのは「要介護者を介護する」と読み

替えるものとする。

（特殊勤務）

第１４条 職員の勤務の態様により第４条、第８条、第９条及び第１３

条の規定と異なる取扱いを要する者については、別に定めるとこ

ろによる。

附 則

この管理規程は、平成２２年６月３０日から施行する。

平成２２年６月２９日 発行
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